
母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金・就学支度資金・修業資金）
全ての市町村

お子さんの進学・修学のために必要な資金を貸付けます。

対象者・要件�

1. �ひとり親家庭のお母さんやお父さん�

2. �ひとり親家庭のお子さん�

事業内容�

詳しくは、母子父子寡婦福祉資金貸付金に関することのページをご覧ください。

https://hitorioyanavi-toyama.jp/welfare/
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